須坂市宅地開発等指導指針についての質問書

長野県宅建協会須高支部長　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成18年12月25日

〃　　流通委員長　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(株)高原開発

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　取引主任者　涌井秀人

　貴支部の皆様に於かれましては、益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。また平素はご指導・御鞭撻を

頂き厚く御礼申し上げます。

　さて、過日の市役所における須坂市宅地開発等指導指針の説明におきましては、あの場には関係法令条

文等の資料を持ち合わせていなかったので、その後改めて関係法規を調べてみましたので、その解釈を含

めて質問書として送信させて頂きます。

　本来であれば、須坂市の担当部署に直接送付した方が良いのかとは思いますが、須坂市の担当職員と宅

建協会の交渉・打ち合わせが行われる予定だと当日お聞き致しましたので、失礼かとは思ったのですが、

宅建協会にＦＡＸにて送信させて頂きました。

何卒納得の頂ける返答が須坂市より頂ける様に宜しくお願い申し上げます。

質問書の概要

1、 行政手続法に定めた行政指導指針についての改正平成１７・６・２９・法律73号の解釈と質問。

2、 行政手続法に定めた命令について、改正平成１７・６・２９・法律73号の解釈と質問。
3、 都市計画法の目的、基本理念、国・地方公共団体及び住民の責務と開発行為関連条項の解釈と質問。
1、行政手続法に定めた行政指導についての改正平成１７・６・２９・法律73号の解釈と質問。

　

行政指導指針については、行政手続法第36条に規定されておる訳ですが、平成１７・６・２９・法律73号により改正されています。

行政手続法第36条に従い、同一の行政の目的を実現する為に複数のものに対して、行政指導を行おうとする場合に、行政機関が行政指導指針を定めて公開する事自体は全く問題ないと思います。

　では、行政指導とはどの様に規定されているのかと言うと、同法32条から35条に規定されています。

これらの条文によれば、行政指導はあくまでも任意のものであり協力によってのみ実現されるものであるという事になり、さらに行政機関はその任務の範囲を逸脱してはならない事になっています。行政指導に従わない業者に不利益な扱いをしてはならないとも規定されています。

又、行政指導に当該業者が従う意思がない場合に行政指導を継続する事によって、当該申請者の権利の行

使を妨げる事はしてはならないとも決められています。

　さらに、行政機関等は、権限を行使する事ができない場合や行使する意思が無い場合は、行政指導に従わざるを得ないようにしてはならないと規定されています。

　行政指導を行う場合は、その趣旨及び内容並びに責任者を明確にして、基本的には書面を交付する事になっています。

　つまり、行政指導指針は、業者側からみるとあくまでも任意に協力すべきものであり、もし従わなかったとしても、それによって不利益を被ってはならないと言う事になると思われます。

　尚、法令に基づき業者に対して行う行政処分と、行政指導は別のものと考えるべきだと思います。もし、須坂市がどうしても業者に守らせたい事項があるのであれば、関係法規の許認可権限に基づいた行政処分を行うべきだと思います。もし、許認可権限がないのであれば、権限を持つ為には市議会を通して条例を制定し、許認可権限を持つべきだと思います。但し、都市計画法に関わる開発行為についての条例については、当然、県の承認が必要なものと思います。

　届出については同法37条に、届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。と規定されておりますが、この法令と言うのは、同法第２条第1項1号に、法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、条例及び地方公共団体の執行機関の規則（規程を含む。以下「規則」という。）をいう。と規定されております。この法令の中には指導指針は含まれないと解釈されると思います。

つまり、関係法規に従った届出を提出すれば、それで届出に関する手続きの義務は果たしていると考えても良いのではないでしょうか。

2、行政手続法に定めた命令について、改正平成１７・６・２９・法律73号の解釈と質問。

　今回の指導指針には、命令についても規定されているが、この命令についても行政手続法は平成１７・６・２９・法律73号により追加されています。

　命令については、第６章意見公募手続等の中の同法第38条から第45条に、手続き等を含めて詳しく規定されています。

　第38条は、命令等を定める場合の一般原則として、命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、根拠法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならず、たとえ命令等を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、命令等の内容について検討を加え、適正確保に努めなければならないことと追加されています。

　つまり、命令を定める場合は、根拠法令の趣旨に適合しなければならないのであり、行政の都合の良い様に何でも命令を出せる訳では無い事は明白だと思います。

　また、同法39条では、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案（命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。）及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見（情報を含む。以下同じ。）の提出先及び意見の提出のための期間（以下「意見提出期間」という。）を定めて広く一般の意見を求めなければならない。と追加されました。

　同法同条2項は、前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。と追加されています。

つまり、命令を定める場合は、その根拠となる法令の条項を明示した上で、命令の案を30日間以上(同法同条3項)の公示をしなければならないとされているのです。(同法同条4項各号に該当する場合と同法第40条に該当する場合は除く)

同法第41条・第42条では、意見公募手続きの周知徹底を図り、この意見公募により提出された意見については、十分に考慮しなければならない。と規定されています。

同法第43条は、意見公募手続きの結果について、命令等の題名、命令等の案の公示の日、提出意見（提出意見がなかった場合にあっては、その旨）、提出意見を考慮した結果（意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。）及びその理由、を当該命令等の公布（公布をしないものにあっては、公にする行為。第５項において同じ。）と同時期に、公示しなければならないと規定しています。

以上の通り、命令を定める場合に手続上若干の特例はあるものの、関係法令の趣旨に基づく必要は当然あるし、且つその法令の条項を明示した上で、30日間以上の公示を行わなければならないのであります。

その点から考察するに、須坂市開発等指導指針の第20の2は、須坂市が行政手続法を守らないで定めたと思われ、別の言葉で言えば行政手続法違反とも思われる命令だと思うのですが如何でありましょうか。

また、指導指針はあくまで指導指針であり、その指導指針の中に命令を定める事自体に違和感を覚えるのでありますが、前述の点とあわせてぜひ須坂市の説明を聞きたいと思います。
3、都市計画法の目的、基本理念、国・地方公共団体及び住民の責務と開発行為関連条項の解釈と質問。

　都市計画法の第1条には目的、第2条には基本理念、第3条には、国、地方公共団体及び住民の責務が規定されています。当然の事でありますが須坂市宅地開発等指導指針においても、この都市計画法の精神は守られるべきだと思うのですが、これについては須坂市も異議の無い所だと思うのですが如何なものでしょうか。

　第3条2項には、都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならない。と規定されており、

　同法同条3項には、国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならない。と規定されています。

　同法第6条の2から、第14条までは都市計画の内容について規定され、同法15条から28条には、都市計画の決定と変更について、詳細に規定されています。

　さらに、第三章都市計画制限等の第1節開発行為等の規制が同法第29条から52条で規定されているのです。私達開発業者がこの都市計画法を遵守しなければならないのは当然でありますが、国・地方公共団体及び住民もこの都市計画法は遵守しなければならないと思います。少なくとも都市の住民は開発行為について協力し、良好な都市環境の形成に努めなければならないと思いますし、国及び地方公共団体は、都市の住民に対し、都市計画に関する知識の普及及び情報の提供に努めなければならないと思います。これは、都市計画法の第1条から第3条を解釈する限りにおいては、間違いの無い所だと思っています。

　この同法第三章第1節節開発行為等の規制の中で、同意が必要とされているものは、同法第32条の公共施設の管理者の同意と、当然の事ではありますが土地権利者の同意であり、開発行為に関係する地域住民の同意が必要と言う条項は見当たらないのであります。

　そもそも、都市計画を定める場合は、同法第16条に公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとすると規定されているのです。また同法同条2項には、都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法その他の政令で定める事項について条例で定めるところにより、その案に係る区域内の土地の所有者その他政令で定める利害関係を有する者の意見を求めて作成するものとする。と規定されています。さらに同法同条3項に、市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。と規定されているのです。

　この第16条を考察すれば解る事なのですが、地域住民の意見や同意は、都市計画を定める時に、既に行われていると思うのであります。もし地域住民が、開発について異議があるのであれば、市町村において都市計画を定める時に意見を言うべきであり、且つ市町村はその意見をとりあげる為にも、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる必要があるはずなのです。
　須坂市が宅地の開発行為等について、住民の同意が必要だと思うのであれば、正しくこの都市計画を定める時に公聴会等を行うべきであり、年月の経過に伴い都市計画の変更が必要であったり、新たな同意が必要だと思うような場合は、同法第21条の変更によって都市計画を変更すべきであると思われるのです。

　都市計画法に定められた正規な手続きを踏んだ開発行為に、地方公共団体や住民は協力すべきなのが都市計画法に定められた責務であるのですし、都市計画を定めてその図書等を公布している以上、すでに地域住民の同意は得られていると開発業者が思ったとしても、それは当然の事だと思うのですが、この点について須坂市の考えをぜひお聞きしてみたいと思います。

　前述1、2でも述べてきた通り、行政指導指針は関係法令の趣旨に基づいたものであるべきだと思います。そうだとすれば、今まで述べた点から考えると、今回の須坂市宅地開発等指導指針に追加された第13については、矛盾を感じるものであり、都市計画法の趣旨にそぐわないものであると思うのでありますが、この点についても都市計画法の趣旨と如何に整合性を取るつもりなのか、もしくはこの第13の指導指針の根拠となる法令の条文があるのであれば、その明示と説明もあわせてお聞きしてみたいと思うものであります。
　尚、同様に第10の自治体への加入の同意を開発業者に提出させる根拠となる法令、第12の3の事前協議が何故開発行為の申請前に行わなければならないかの根拠となる法令、についてもぜひご説明をお願いしたいと思います。
私見ではありますが、これらも都市計画法の趣旨から考察すると都市計画法に認められた条例を制定した場合を除いては、整合性がとれないのではないかと思われます。

　今回の指導指針の追加に関しましては、充分に関係法令との趣旨の整合性が計られていないのではないかと思われる点が多々見受けられます。安易に住民からの要求に基づいて指導指針を改定するのではなく、時には住民に対して都市計画の意味を充分説明する事も必要なのではないでしょうか。

法令に基づかない指導指針は意味をなさないとも思われてしまう訳ですから、その根拠となる法令を明示して頂いた上で、お互いに納得して、より良い須坂市の都市造りに積極的に協力して行きたいと思っておりますので宜しくお願い申し上げます。
以上、本来は須坂市に直接意見書を送付しようとも思ったのですが、宅建協会と打ち合わせの会議を持つ予定との事でしたので、宅建協会の須高支部に送信させて頂きました。

須坂市と打ち合わせの時には、この意見および質問状に対して納得できる説明をいただければ幸いに存じます。

　尚、ご不明の点等御座いましたら、電話245-7516　(株)高原開発　涌井　まで御問い合わせ願えれば幸いに存じます。

